
   公立鳥取環境大学教職課程履修規則 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第６８号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公立鳥取環境大学学則第２９条第２項及び第２９条第３項の規定に基づき、

教職課程における授業科目の履修方法、取得できる教育職員免許状（以下「免許状」という。）

の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（免許状取得の条件） 

第２条 免許状の取得を希望する者は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育

職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に基づき、単位を修得しなければならな

い。 

２ 本学において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。 

学部・学科 免許状の種類 

環境学部・環境学科 
中学校教諭一種免許状（理科） 

高等学校教諭一種免許状（理科） 

３ 免許状の取得のためには、別表第１号に定める教科及び教職に関する科目並びに教育職員免

許法施行規則第６６条の６に定める科目の条件を満たした上で、定められた単位数を修得する

ことを必要とする。ただし、中学校教諭一種免許状並びに高等学校教諭一種免許状を取得する

にあたり、教科に関する専門的事項に関する科目の各科目区分よりそれぞれ１単位以上を修得

するとともに、中学校教諭一種免許状を取得する場合のみ、別途、介護等体緊m｠区も る場第場。とも9。�し、
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   附 則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成２５年規程第１６号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年規程第１号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第４１号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日に本学に在籍し、平成２８年４月１日以降も引き続き在籍する者が履

修できる科目は、この規則にかかわらず、従前の例による。 

 

附 則（平成２９年規程第２８号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第１２号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３１年規程第１２号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日に本学に在籍し、平成３１年４月１日以降も引き続き在籍する者が履

修できる科目は、この規則にかかわらず、従前の例による。 

 

附 則（平成３１年規程第２７号）  

  この規則は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度に本学に入学する者より適用す

る。 

 

  附 則（令和３年規程第３０号）  

 この規則は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度に本学に入学する者より適用する。 

 

  附 則（令和４年規程第３１号）  

この規則は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度に本学に入学する者より適用する。 

 

  附 則（令和５年規程第２５号）  

この規則は、令和５年４月１日から施行し、令和４年度に本学に入学した者より適用する。 

 

  附 則（令和６年規程第１１号）  



この規則は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度に本学に入学する者より適用する。 

なお、別表第１号表備考第一号については、平成３１年度に本学に入学した者から適用する。 

 

 



別表第１号（第２条第３項関係） 

中学校教諭一種免許状（理科）取得条件 

最

低

必

要

単

位

数 

教科及び教職に 

関する科目 

教科及び教科の指導法に関する科目 ２８単位 

教育の基礎的理解に関する科目 １２単位 

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指

導、教育相談等に関する科目 

１０単位 

教育実践に関する科目  ７単位 

大学が独自に設定する科目 ２単位 

教育職員免許法施行

規則第６６条の６に

定める科目 

日本国憲法  ２単位 

体育  ２単位 

外国語コミュニケーション  ２単位 

情報機器の操作 ２単位 

合 計 ６７単位 

備考 

一 大学が独自に設定する科目は、「大学が独自に設定する科目」の選択科目及び「教科及び教

科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」又は「教育実践に関する科目」のうち、

最低修得単位数を超えて修得した単位を算入する。 

二 中学校教諭一種免許状を取得するにあたり、別途７日間の介護等体験を行う。 

 

高等学校教諭一種免許状（理科）取得条件 

最

低

必

要

単

位

数 

教科及び教職に 

関する科目 

教科及び教科の指導法に関する科目 ２４単位 

教育の基礎的理解に関する科目 １２単位 

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指

導、教育相談等に関する科目 

８単位 

教育実践に関する科目  ５単位 

大学が独自に設定する科目 １０単位 

教育職員免許法施行

規則第６６条の６に

定める科目 

日本国憲法  ２単位 

体育  ２単位 

外国語コミュニケーション  ２単位 

情報機器の操作 ２単位 

合 計 ６７単位 

備考 

一 大学が独自に設定する科目は、「大学が独自に設定する科目」の選択科目及び「教科及び教

科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」又は「教育実践に関する科目」のうち、

最低修得単位数を超えて修得した単位を算入する。 

 

 



教職課程科目（中学校用） 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 配当年次 

必

修 

選

択 

１
年
次 

２
年
次 

３
年
次 
４
年
次 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

物理学 

物理学概論１  2 ○    

物理学概論２  2 ○    

環境物理学  2  ○   

＊上記選択科目より２科目選択必修 

化学 

化学概論１ 2  ○    

化学概論２  2 ○    

水環境学  2  ○   

応用化学概論  2  ○   

＊上記選択科目より１科目選択必修 

生物学 

生物学概論 2  ○    

植物学概論  2 ○    

動物行動学  2  ○   

応用微生物学概論  2  ○   

生態学概論  2  ○   

＊上記選択科目より１科目選択必修 

地学 

地球システム学 2   ○   

気象学概論  2  ○   

バイオクリマ入門  2  ○   

地学概論  2 ○    

環境地質学  2  ○   

地球観測学  2   ○  

＊上記選択科目より１科目選択必修 

物理学実験・

化学実験・生

物学実験・地

学実験 

物理学実験 1   ○   

化学実験 1   ○   

生物学実験 1   ○   

地学実験 1   ○   

各教科の指導法（情

報通信技術の活用を

含む。） 

理科指導法１ 2   ○   

理科指導法２ 2   ○   

理科指導法３ 2    ○  

理科指導法４ 2    ○  

教育の基礎的理解に関する

科目 

教育原理 2   ○   

教職論 2   ○   

教育心理学 2   ○   

特別支援教育の理論と実践 2   ○   

教育の制度と経営 2    ○  

教育行政学  2   ○  

教育課程論 2   ○   

 

 



科目区分 授業科目の名称 

単位数 配当年次 

必

修 

選

択 

１
年
次 

２
年
次 

３
年
次 
４
年
次 

道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

道徳教育の理論と指導法 2    ○  

特別活動及び総合的な学習の

時間の指導法 
2    ○  

教育の方法と技術（ICT 活用

含む） 
2   ○   

生徒・進路指導論 2    ○  

教育相談 2    ○  

教育実践に関する科目 

教育実習事前事後指導 1     通年 

教育実習（中） 4     通年 

教職実践演習（中・高） 2     ○ 

大学が独自に設定する科目 環境教育論  2   ○  

６
に
定
め
る
科
目 

免
許
法
第
６
６
条
の 

日本国憲法 日本国憲法 2  ○    

体育 
現代社会と健康 2  ○    

スポーツ実技  1 ○    

外国語コミュニ 

ケーション 

Intensive English２ 2  ○    

Intensive English４ 2  ○    

情報機器の操作 情報リテラシ１ 2  ○    

＊ 中学校教諭一種免許状を取得するにあたり、教科に関する専門的事項に関する科目の 
各科目区分よりそれぞれ１単位以上を修得しなければならない。 

 

  



教職課程科目（高等学校用） 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 配当年次 

必

修 

選

択 

１
年
次 

２
年
次 

３
年
次 
４
年
次 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

物理学 

物理学概論１  2 ○    

物理学概論２  2 ○    

環境物理学  2  ○   

＊上記選択科目より２科目選択必修 

化学 

化学概論１ 2  ○    

化学概論２  2 ○    

水環境学  2  ○   

応用化学概論  2  ○   

上記選択科目より１科目選択必修 

生物学 

生物学概論 2  ○    

植物学概論  2 ○    

動物行動学  2  ○   

応用微生物学概論  2  ○   

生態学概論  2  ○   

＊上記選択科目より１科目選択必修 

地学 

地球システム学 2   ○   

気象学概論  2  ○   

バイオクリマ入門  2  ○   

地学概論  2 ○    

環境地質学  2  ○   

地球観測学  2   ○  

＊上記選択科目より１科目選択必修 

物理学、化学、生物学、地学の選択科目の中から余分に１科目選択必修 

「物理学実験、

化学実験、生物

学実験、地学実

験」 

物理学実験  1  ○   

化学実験  1  ○   

生物学実験  1  ○   

地学実験  1  ○   

＊上記選択科目より２科目選択必修 

各教科の指導法（情

報通信技術の活用を

含む。） 

理科指導法１ 2   ○   

理科指導法２ 2   ○   

理科指導法３  2   ○  

理科指導法４  2   ○  

教育の基礎的理解に関する

科目 

教育原理 2   ○   

教職論 2   ○   

教育心理学 2   ○   

特別支援教育の理論と実践 2   ○   

教育の制度と経営 2    ○  

教育行政学  2   ○  

教育課程論 2   ○   



 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 配当年次 

必

修 

選

択 

１
年
次 

２
年
次 

３
年
次 
４
年
次 

道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

特別活動及び総合的な学習の

時間の指導法 
2    ○  

教育の方法と技術（ICT 活用

含む） 
2   ○   

生徒・進路指導論 2    ○  

教育相談 2    ○  

教育実践に関する科目 

教育実習事前事後指導 1     通年 

教育実習（高） 2     通年 

教職実践演習（中・高） 2     ○ 

大学が独自に設定する科目 
道徳教育の理論と指導法  2   ○  

環境教育論  2   ○  

６
に
定
め
る
科
目 

免
許
法
第
６
６
条
の 

日本国憲法 日本国憲法 2  ○    

体育 
現代社会と健康 2  ○    

スポーツ実技
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